
お問い合わせ先:千葉県発達障害者支援センターＣＡＳ東葛飾

行政の皆様

※ペアレントメンター事業は千葉県の「発達障害児者及び家族支援体制整備事業」の一環
として実施しています。

千葉県には51名のメンターさんが登録されています。
メンターさん達はこのような活動をしています。
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ペアレントメンターとは，発達障害のある子どもを持つ親が，同じ経験をした先輩として，他の発
達障害の子を持つ親の相談相手となることです。例えば，診断がされたばかりの親は，将来の見通し

がわからず不安な気持ちかもしれません，また，子育てに奮闘中のお母さんは，活発な子どもが安全

にのびのび遊べる公園など，地域の情報が欲しいと思っているでしょう，このような身近な子育ての

悩みや情報に対して，ペアレントメンターは自分の経験から応えることができます。ペアレントメン

ターは専門家ではありませんが，発達障害の子を持つ親の気持ちに共感し，伴走者のように寄り添い

ながら前向きな方向に向き合うお手伝いをします。これは同じ経験を持った先輩にしかできないこと

です。

千葉県で活動しているペアレントメンターは，単に発達障害者の親というだけではなく千葉県発達

障害者支援センター主催の「ペアレントメンター養成研修」を修了し，尚且つ適性を認められた方た

ちです。また，ペアレントメンター千葉では倫理のガイドラインを作成し，個人情報の取り扱いにつ

いて厳重に注意を払い，倫理的な配慮をした活動をしています。

お子さんが発達障害かもしれない，診断されたけどこの先どうしたらよいかわからないなど悩んで

いるお母さん・お父さんへ，先輩お母さんの声を届けてみませんか？
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